
（２）投資リスクに対する管理体制

　本投資法人は、上記に記載した各々のリスクに関し、本投資法人自らが投信法及び関連法規に定められた規則を

遵守するとともに、本資産運用会社においては適切な社内規則の整備を行い、併せて必要な組織体制を敷き、役職

員に対する遵法精神を高めるための研修等の対策を講じています。

　基本的な仕組みは、以下のとおりです。

①　投資法人について

　本投資法人は、執行役員１名及び監督役員３名により構成される役員会により運営されています。役員会は３

ヶ月に一度以上、必要に応じて随時開催され、法令及び本投資法人の役員会規則に定める承認事項の決議や業務

の執行状況等の報告が行われます。これにより、本資産運用会社又はその利害関係人等から独立した地位にある

監督役員が業務の執行状況を監督できる体制となっています。

　また、監督役員は必要に応じて本資産運用会社及び資産保管会社から本投資法人の業務及び財産の状況に関す

る報告を求め、又は必要な調査を行うことができるものとされています。

　このほか、本投資法人はインサイダー取引が行われることを未然に防止するため、内部者取引管理規則を定め

て、本投資法人の役員による本投資法人の投資口及び投資法人債の売買を禁止しています。

②　本資産運用会社について

(イ）資産運用ガイドラインの遵守等によるリスク管理

　本資産運用会社は、本投資法人の資産運用にあたり遵守する運用・管理の方針及び計画として「年度運用計

画」を策定及び改定し、また、規約に基づき遵守すべき資産の運用・管理の社内基準として「資産運用ガイド

ライン」を定めています。

　この年度運用計画及び資産運用ガイドラインを遵守することを通じ、資産運用におけるリスクを回避し又は

極小化することに努めます。

(ロ）リスク管理に関する取組み

　本資産運用会社は、各種リスクを適切に管理するために、社内規則としてリスク管理規程を制定し、管理す

べきリスク項目について少なくとも３ヶ月に一度取締役会に対して必要な報告を行います。

(ハ）コンプライアンスに関する取組み

　本資産運用会社は、コンプライアンスを所管するチーフ・コンプライアンス・オフィサーが委員長となるコ

ンプライアンス委員会を設け、委員会規程に定める重要な法令等遵守状況を監視します。また、法令等遵守を

実現させるための具体的な手引書として、コンプライアンス・マニュアルを定めるとともに、具体的な実践計

画であるコンプライアンス・プログラムを策定し、これに従って法令等遵守の実践に努めます。

(ニ）インサイダー取引の防止

　本資産運用会社は、インサイダー取引が行われることを未然に防止するため、内部者取引管理規程及びコン

プライアンス・マニュアルを定めて、本資産運用会社の役職員による本投資法人の投資口及び投資法人債の売

買を原則として禁止しています。

(ホ）内部監査の実施

　本資産運用会社は内部監査規程を定めており、チーフ・コンプライアンス・オフィサーを内部監査責任者と

して定期的にコンプライアンス・プログラムに基づき内部監査を実施し、内部監査報告書を作成し、コンプラ

イアンス委員会及び取締役会に報告します。

(ヘ）利害関係人との取引制限

　後記「第二部　投資法人の詳細情報　第３　管理及び運営　２　利害関係人との取引制限　（２）本投資法

人の資産運用にかかる自主ルール（利益相反対策ルール）」をご参照ください。

　以上のように、本投資法人及び本資産運用会社は投資リスクに関する管理体制を整備していますが、このような

体制が常に有効に機能する保証はありません。管理体制が有効に機能しないことによりリスクが顕在化した場合、

本投資法人又は投資主に損失が生ずるおそれがあります。
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